
資
産
割
廃
止

県
内
の
保
険
税
水
準
を
統
一

県
は
、
同
じ
所
得
水
準
・
同
じ
世
帯
構

成
で
あ
れ
ば
同
じ
保
険
税
負
担
と
な
る
よ

う
、
令
和
15
年
度
を
目
途
に
、
保
険
税
水

準
の
統
一
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

受
け
、
今
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
額
に
応

じ
て
算
出
す
る「
資
産
割
」を
廃
止
し
て
、

「
所
得
割
、
均
等
割
、
平
等
割
」の
３
方
式

へ
と
変
更
し
ま
し
た
。

保
険
税
の
使
い
道

国
保
は
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
お
互
い
に
助
け
合
う
制

度
で
す
。
保
険
税
は
、
主
に
次
の
費
用
に

充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
医
療
費
の
支
払
い　
医
療
機
関
で
の
診

察
、
治
療
、
入
院
な
ど

●
給
付
金　
出
産
育
児
一
時
金
や
葬
祭
費​

●
保
健
事
業　
特
定
健
診
な
ど
の
健
康
増

進
事
業​

●
支
援
金　
後
期
高
齢
者
医
療
や
介
護
保

険
へ
の
財
政
支
援

保
険
税
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
督
促
状
を
発
送

し
ま
す
。
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
が

な
い
場
合
は
、
財
産
の
差
し
押
さ
え（
滞

納
処
分
）
を
行
う
ほ
か
、
滞
納
状
況
に
応

じ
て
、
医
療
費
が
一
時
的
に
全
額
自
己
負

担（
10
割
負
担
）と

な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※�

納
付
は
、
払
い

忘
れ
の
な
い「
口

座
振
替
」
が
便

利
で
安
心
で
す
。

ぜ
ひ
利
用
く
だ

さ
い

【令和８年度からの新税率】
医療分 後期高齢者支援金分 介護分

令和7年度 令和8年度 令和7年度 令和8年度 令和7年度 令和8年度

所得割 11.40% 10.22% 2.05% 3.16% 2.70% 2.81%

資産割 21.60% （廃止） 4.30％ （廃止） 4.30％ （廃止）

均等割 26,300円 25,900円 5,000円 9,000円 7,800円 8,400円

平等割 25,600円 21,500円 4,800円 7,000円 6,200円 6,000円

●所得割：課税標準所得額（前年の総所得額－基礎控除額43万円）×税率　※世帯の加入者それぞれの所得に対し、税率をかけます
●均等割：世帯に属する被保険者数×均等割額　●平等割：１世帯当たりの金額

令和８年度から国民健康保険税の
税率などが変わりました

誰もが安心して医療を受けられる国民皆保険制度の柱として、私たちの健康を支えている国民健康保険（国保）。
今年度から、県内での保険税水準の統一に向けた取り組みを踏まえ、「資産割」が廃止されるなど計算方法が変わ
りました。また、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、新たに「子ども・子育て支援金制度」が導入。
制度の安定的な運営と、健やかな未来を守るための改定について、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　◎問い合わせ　保険年金課　☎ 23‒2642

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
が
始

ま
り
ま
し
た

今
年
度
か
ら
、
少
子
化
対
策
や
子
育
て

世
帯
を
社
会
全
体
で
支
え
る
た
め
の
財
源

と
し
て
、
全
て
の
世
代
・
経
済
主
体
の
皆

さ
ま
に
、
医
療
保
険
料
と
併
せ
て「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
金
」
を
負
担
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
本

市
で
も
従
来
の「
医
療
分
」、「
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
」、「
介
護
分
」
の
３
つ
に
加

え
、新
た
に「
子
ど
も・子
育
て
支
援
金
分
」

を
賦
課
し
ま
す
。

◉
18
歳
未
満
の
人

子
育
て
世
帯
の
負
担
を
抑
え
る
た
め
、

当
年
度
４
月
１
日
時
点
で
18
歳
未
満
の
人

の
均
等
割
は
全
額
軽
減
。

◉
18
歳
以
上
の
人

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
支
え
る

た
め
、
18
歳
以
上
の
人
の
均
等
割
は
、
１

人
当
た
り
年
額
１
０
０
円
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
。

集
め
ら
れ
た
支
援
金
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

子
育
て
支
援
策
の
財
源
と
し
て
活
用
さ
れ

ま
す
。
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

◉
児
童
手
当
の
拡
充

令
和
６
年
10
月
分
か
ら
所
得
制
限
を
撤

廃
し
、
全
て
の
子
ど
も
に
支
給
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
支
給
期
間
も「
高
校
生
年

代
ま
で
」に
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

◉
育
児
時
短
就
業
給
付
の
実
施

子
ど
も
が
2
歳
未
満
の
期
間
に
時
短
勤

務
を
選
択
し
た
場
合
、
賃
金
の
原
則
10
㌫

を
支
給
。
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。

◉
育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除

国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者（
自
営

業
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
）
を
対
象
に
、

育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除
措

置
が
新
た
に
創
設
。

※
令
和
8
年
10
月
か
ら
開
始
予
定

◉
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

「
伴
走
型
相
談
支
援
」
の
面
談
と
合
わ

せ
、
妊
娠
届
出
時
に
5
万
円
、
妊
娠
後
期

以
降
に
5
万
円（
子
ど
も
1
人
に
つ
き
）

を
支
給
し
ま
す
。

※�

そ
の
他
の
活
用
事
例
な
ど
詳
し
く
は
、

こ
ど
も
家
庭
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

知
っ
て
お
き
た
い
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
」
の
活
用
事
例

【子ども・子育て支援金の税率】
令和8年度

所得割 0.32%

均等割 1,000円

18歳以上均等割 ＋100円

平等割 600円

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分 子ども・子育て

支援金分

加入者全体の課税標準
所得額

×10.22％

加入者全体の課税標準
所得額

×3.16％

40 ～ 64歳の加入者の
課税標準所得額

×2.81％

加入者全体の課税
標準所得額

×0.32％

加入者の人数
×25,900円

加入者の人数
×9,000円

40 ～ 64歳の
加入者の人数

×8,400円

加入者の人数
×1,000円

※�18歳未満は全額軽減。
18歳以上は＋100円

21,500円 7,000円
40 ～ 64歳の加入者
のいる世帯

6,000円
600円

課税限度額67万円 課税限度額26万円 課税限度額17万円 課税限度額３万円

所得割

均等割

平等割

※一定の所得以下の場合には、均等割および平等割が世帯の所得に応じて７割、５割、２割軽減されます

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分 子ども・子育て

支援金分＋ ＋＋国保税額 ＝

令和８年度の保険税算定方法

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等
割

平
等
割

４方式 3方式
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